
（第18414号）東 京 都 公 報令和7年10月23日（木曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
建
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基
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法
に
よ
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道
路
の
指
定
の
取
消
し
…
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…（
都
市
整
備
局
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摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
三
課
）…
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○
漁
船
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害
等
補
償
法
に
よ
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付
保
義
務
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消
滅
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）…
一

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
発
生
…
…
…（
同
）…
一

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
を
次

の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定

に
よ
る
道
路

令
和
七
年
九

月
二
十
五
日

あ
き
る
野
市
引

田
字
阿
岐
野
三

十
五
番
三
、
三

十
六
番
一
及
び

同
番
三
か
ら
同

番
六
ま
で
の
各

一
部
、
四
十
二

番
三
、
四
十
七

番
一
並
び
に
同

番
二
、
同
番
五
、

五
十
二
番
一
、

同
番
三
、
同
番

九
及
び
同
番
十

の
各
一
部
、
同

番
十
二
並
び
に

五
十
三
番
一
か

ら
同
番
三
ま
で
、

五
十
七
番
二
、

同
番
四
及
び
五

十
九
番
六
の
各

一
部
、
七
十
一

番
二
並
び
に
同

番
七
か
ら
同
番

十
一
ま
で
及
び

同
番
十
九
の
各

一
部
並
び
に
引

田
字
櫻
ノ
岡
二

百
二
十
三
番
一
、

同
番
二
、
二
百

四
十
五
番
一
か

ら
同
番
四
ま
で

及
び
同
番
六
の

各
一
部
、
同
番

七
、
同
番
十
一

並
び
に
二
百
四

十
六
番
一
か
ら

延
長

二
六
五
・
九
四

幅
員

四
・
〇
〇

同
番
三
ま
で
の

各
一
部
、
二
百

四
十
七
番
六
並

び
に
同
番
八
、

二
百
四
十
八
番

五
、
二
百
五
十

三
番
一
、
同
番

三
、
同
番
四
及

び
二
百
五
十
四

番
の
各
一
部

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百

十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
け

る
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
八
十
七
号
に
よ
る
保
険
に
付
す

べ
き
義
務
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
三
日
限
り
で
消
滅
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

八
丈
島
加
入
区

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ

い
て
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め

た
の
で
、
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
漁
船
損
害
等
補
償
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
五
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通

損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
発

生
す
る
。
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